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調査報告書  

 

１．調査部類   証拠収集及び身上調査  

 

２．調査内容   対象者と特定異性人物との接触証拠収集調査及び特定  

異性人物の簡易身上調査  

 

３．調査手法   ご依頼者様情報により調査実施  

 

 

４．対象者     氏   名   田口     

        生年月日    

        住   所   岐阜県中津川市中津川          

 電話番号               

        携帯電話               

        本   籍                      

                           

        勤務先名称  ＮＴＫセラミック株式会社  

所在地    岐阜県中津川市茄子川１６４２－４   

        電話番号   ０５７３－６８－５３００  

         使用車両  車種  エスティマ（白色）  

登録番号  岐阜３００  ち  １２ -６６  

 

 

５．その他情報  

 

６．調査担当者名   近藤・酒井・平川  

 

７．添付資料     動画より静止画貼付  

                    

                    

 

８．調査記録     ２頁より記載  

 

９．判明事項・総括    頁記載  
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＜調査記録＞                             

平成２５年０６月０１日（土曜日）  

ご依頼者様より、本日対象者      氏（以下、甲と  

呼称する）が休日で、帰宅が遅くなるとの情報を入手。  

 

１３：５０   甲自宅に到着、同敷地内にて甲車両の駐車を現認。  

       これより付近適所にて張込みを開始する。  

        

        

         

１４：４６   甲、自宅を出て車両に乗車発進し、右折北進（    方  

面）するのを現認。  
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１５：０２   甲車両、   県   市   町１－６付近設置の信号交差

点『    』を    方面（国道   号線）へ走行する

のを現認。  

 

 

１５：０８   甲車両、   県   市    町    ２２６９設置の信  

号交差点（時差式）を、左折南進するのを現認。  
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同時刻、   県   市    町    ２  ８－１に所在  

するパチンコ＆スロット『         店』駐車場  

に駐車する甲車両を現認。  

 

１５：１７   甲降車後、同店に入店するのを現認。  
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１５：２０    同店内、スロット『  番台  北斗の拳』をする甲を現認。  
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１６：００   甲の出入り及び甲車両の移動、認められず。  

  

        

１７：００   甲の出入り及び甲車両の移動、認められず。  

同店内にて、スロットを継続する甲を現認、他人物との  

接触は認められず。  

  

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

１７：１２   甲が同店より出て、駐車中の車両に乗車発進するのを現  

認。  
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１７：２１   甲車両、   県   市   町１－   付近設置の信号交  

差点『     』通過南進するのを現認。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７：４９   甲車両、   県   市   町    付近路上に停車、降  

車認められず。  
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１８：００   甲、車内にて携帯電話を利用しているのを現認。  

   

  

 

１８：３８   甲車両発進するのを現認。  

 

１８：５２   甲車両、   県   市    町    ２   １－１に所

在するガソリンスタンド『           店』に

て、給油するのを現認。  

＊現金にてレギュラー 2,000 円分。  
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１８：５９   甲、同ガソリンスタンドを出て右折北進、国道   号線  

を    方面へ走行するのを現認。  

 

１９：２２     県   市    町２－   －２に所在するファッシ

ョンホテル『            』に甲車両の駐車

を現認。  

       甲、降車後一人で同ホテルに入るのを現認。  
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同ホテル内、フロントから階段を利用し上階に移動する  

甲と女性（グレー色スカート、黒色ニイハイブーツ着用。  

以下乙と呼称する）を現認。  

これより、付近適所にて張り込みを開始する。  

＊ホテル内で乙と待ち合わせをしいたことが判明。  

  

        

 

２０：２０   甲乙の出入り及び甲車両の移動、認められず。  
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●以下、甲乙の出入り及び甲車両の移動認められず。  

 通常、３０分～１時間おきに車両の移動が認められない写真を添付し

ていますが、ホームページ掲載の報告書である為、ホテル、甲車両等

の写真は省略。  

 

翌日（   日）  

０６：２０   甲乙の出入り及び甲車両の移動認められず。  
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０７：２１   甲乙の出入り及び甲車両の移動認められず。  

         

        

        

 



                           案件ＮＯ：      

 

           

  
 

15 

０８：２５   甲乙の出入り及び甲車両の移動認められず。  

 

 

 

０９：２４   同ホテル出入口より甲（右手にビニールの袋所持）及び

乙（年齢３０代前半、身長１５５㎝前後、セミロングヘ

ア、グレー色のワンピース・黒のニイハイブーツ着用、

黒色バッグ所持）が出るのを現認。  
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       甲及び乙の接吻を現認。  
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０９：２５   甲及び乙が同ホテル敷地内に駐車中の車両に各々乗り込

むのを現認。  

       ＊車両に向かう乙に笑顔で声をかけ、見送る甲を現認。  
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同ホテル駐車場に駐車中の車両（トヨタレクサス  尾張

小牧３０１む３８ -６４）に乙が乗車するのを現認。  
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０９：２７   同駐車場より甲先に車両の発進を現認。  
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       甲の発進を待ち、甲車両のに続いて乙車両が発進するの  

を現認。  

 

これより乙の住所特定に移行、乙車両の追尾調査を開始  

する。  

乙車両、同駐車場を出て左折北進     方面へ走行を  

現認。  
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０９：３６   乙車両、   県   市    町  －６付近設置の信号交  

差点を通過、県道   号線を南進するのを現認。  
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０９：５８   愛知県犬山市長者町５－１１９に所在する家屋のガレー

ジに乙車両が駐車するのを現認。  
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       同時刻、乙が同宅玄関より開錠し入室するのを現認。  

       ＊乙宅と推測される為、裏付け調査に移行する。  

        

 

       乙自宅と推測される家屋の表札『鈴木』を現認。  
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       本部の指示により、本日の調査を解除とする。  

以上  

 

 

 

 

 

 

 



                           案件ＮＯ：      

 

           

  
 

25 

＜総括＞                         

 本件、平成   年   月   日より同年   月   日の調査契約期間  

において、調査記録記載通り２日間の調査を実施した。何れも甲乙の接

触が認められ、内１日はファッションホテルにて約６時間２０分の滞在、

１日はファッションホテルでの宿泊が判明、甲乙が不貞関係にあると断

定。  

 甲は、子供の行事日に休日出勤や出張と告知し、乙との不貞関係を継

続、且つこの   ケ月間生活費を減額し、乙に高価（調査中ブランド       

バッグ      円・       ネックレス      円）なプレゼ

ントを購入していることも判明。     

 また甲と不貞関係である乙も既婚者であり、実家に子供を預け甲と接

触していたことが判明した。  

＜判明事項＞                             

■乙情報  

 氏    名        （     コ）  

 現  住  所    県   市   町   －６            号室  

＊      年  月竣工、総戸数   戸  分譲マンション。 

    年  月新築購入、名義は夫   （別紙①）  

 年   齢    歳  

 

 使用車両   

車   種  トヨタ       尾張小３０１む３８ -６４  

      ＊同マンション敷地内駐車場『   番』利用。  

 

 勤  務  先    

 名   称  株式会社      

 所  在  地     県   市    町    －１  

 職   種  営業事務  

 

  家族構成   

同  居  人   夫   歳  

＊株式会社       経営（別紙②）  

      子   歳  

  

 乙  実  家  

 住    所     県   市    町５－     

      ＊乙実父   名義（別紙③）  

以上  


